
 

 

洛西総合庁舎大会議室使用許可申請書兼許可書 

（あて先）  西 京 区 役 所 洛 西 担 当 区 長 （記入日） 令和   年    月   日 

申請者の住所（団体の主たる事務所の所在地） 

 

 

 

申請者の氏名（団体の名称及び代表者氏名） 

 

 

 

電話番号（   ）    －      

 

洛西総合庁舎会議室使用要綱第２条の規定により次のとおり申請します。 
 

使 用 目 的 

（会議内容） 
     

使 用 日 令和     年     月     日（   曜日） 

使 用 時 間 

□ 午 前  （ ９：００～１２：００）  

□ 午 後  （１３：００～１７：００） 

□ 夜 間  （１８：００～２１：００）  

使用予定人数          人 

使用会議 室 

□ 第１会議室 定員３６名 

□ 第２会議室 定員２４名 

□ 第３会議室 定員２４名 

使 用 設 備 
□ マイク     本（最大３本まで） 

□ ヒアリングループ 

備 
考 
欄 

 

 

課長 課長補佐・係長 係 員 

   

【注 意 事 項】 
１ 公職選挙法に基づく選挙の告示日から開票日の翌日までは使用ができませんので、使用許可を取り消します。

また、災害や公用又は管理上の問題により、使用許可の取消、使用の制限又は停止をする場合があります。 

２ 喫煙・火気の使用等の危険な行為、音楽の演奏などみだりに大きい音を立てる行為、政治活動や宗教活動に利

用されるおそれのある行為、営利を目的とした行為は禁止します。 

３ みだりにポスター等を掲示したり、チラシ・パンフレット等を配布しないでください。 

４ 使用時間を厳守し、使用した机・椅子等は元の場所に片付けてください。  

また、窓の閉め忘れや電気の消し忘れに注意し、ごみはお持ち帰りください。 

５ 水分補給以外の飲食行為は御遠慮ください。 

６ 平日の夜間及び土日祝日は、冷・暖房の使用はできません。 

７ お車での御来庁は御遠慮ください。 

８ 申請内容の変更又はキャンセルをされる場合は、洛西支所地域力推進室総務・防災担当まで御連絡ください。 

電話：０７５－３３２－９１８５（平日の午前９時～午後５時） 

上記申請について、洛西総合庁舎会議室使用要綱第５条の規定により、使用を許可します。 
 

令和    年    月    日            西京区役所洛西担当区長  


